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テーマ：弘前市のまちづくりにおいて重要なことは何か。[分類順]
平成24年12月10日（月曜日）

中分類 小分類 No. 回答 説明、理由

18
公共団体（市）・議会・市民の
役割の明確化

３者のトライアングルがしっかりしていないと本当の意味
でのまちづくりが実現できない。

125 NPOのコーディネート NPOをコーディネートする組織があればよい

30 市民の責務
行政運営をより現実的にするために、積極的に協力す
るとともに、権利の濫用をしてはならない。

42
コミュニティにおける市民の
役割

行政任せにするのではなく、自分たちの地域は自分た
ちでつくっていくという意識をもてるようにするため。

126 NPO活動への支援
NPOは非営利団体なので、運営が難しい。市民も行政
もNPOを支援していかなければならない。

2
市民のまちづくり立案力（自
治）の向上

まちづくりの構想にとって重要

29 市民の権利
行政運営の情報を知る権利があり、政策立案の過程で
市政への参加、アイデア、意見をすべきである。

5
ボランティア活動・ＮＰ０活動
の一層の促進

自治の重要な要素、自治の新しい担い手

子ども 39 子どもの権利の保障、参画
子どもも市民の一員であることを、しっかりと位置付ける
ため。

31 町会組織
市民は相互関係を大切にして、信頼、親睦をもって自
主的に諸活動に参加する。政治活動はしてはならな
い。

58 町会活動（組織）の強化 市民全体が参加できる組織づくりが重要である。

117 町会（コミュニティ）の希薄化 アパート、マンション等の町会加入率が低い

118 町会活動参加者の掘り起し
町会活動は最初に参加するまちづくりである。参加して
くれる人の掘り起しが必要である。

119 町会の活性化
市民参加、参画を促進するためには町会の活性化が
不可欠。執行機関や議会に市民の声を届けるためには
町会の活性化が必要。

115 市民の声を市に伝える
町会連合会としては、市民の声を市に伝える役割があ
り、市政懇談会を実施している。

8
新しい状況下における町内
会の機能の検討

まちづくりの重要な担い手

120 地域課題の解決 地域の課題は地域で解決するのも町会の役割である。

122 若い世代の取り込み
若い世代を巻き込み、町会自らが育てるという意識が必
要

21
社会教育活動その他の市民活動が
しやすい環境づくりと相互理解の場
の設定

各コミュニティ組織それぞれが弘前のまちづくり（そだて）の主
体者であることを意識し活動できるまちを創るためには、まち
づくりの一体感を醸成する必要がある。

124 専門性を活かしたまちづくり
NPOは専門性を活かしたまちづくりができる組織であ
る。

128 相互に連携をした活動
各種団体があるが、趣旨を同じくする団体は相互に連
携をとって活動したほうが良い。
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主体とその役割

企業 4 企業の一層の社会貢献 まちづくりの重要な担い手

9 議会のあるべき姿
弘前市議会の議会改革が遅れている為。地方分権が
進めば進むほど、重要になるのは地方議会の為。

110 チェック機関
執行機関のやっていることをチェックするのが議会であ
る。

112 政策提案能力
チェック機関であるほか、政策提案をするのも議会の仕
事である。

20
議決機関としての議会運営
や議論内容の透明化

市民から付託を受けたそれぞれの議員がどのような考
え方をして役割を果たしているのか見えてこない。

102 透明性の確保 議会活動の内容がもっと分かるようになってほしい。

106 情報公開
議会のネット中継が始まったが、一般質問だけではな
く、委員会の様子も公開してほしい。

107 情報公開
委員会の様子を公開している例は他市町村でもある。
議会の情報公開は進めた方が良い。

114 説明責任
なぜ、そのように決定したかということを市民に対して説
明する責任がある。

103
説明責任、意見反映方法の
工夫

議会が何をやっているか分からないとか、市民の声を
反映していないと言われることがあるが、説明の仕方や
意見の反映方法の工夫が必要である。

38 市と町会組織
市の執行機関と市議会は、地域町会組織の自主的活
動を尊重し、支援しなければならない。

36 市会議員の意識
市民の負託を受け選出された責任と、能力向上に努
め、公正なる職務遂行をしなければならない。

109 市議会議員の意識と説明
市議会議員は市全体をみて活動をしてほしいし、市民
に対して活動の結果を報告する必要がある。

104 市議会議員の意識
地域に密着した活動をしてほしいし、地域の要望に応
えれば応えてやったという態度に出ることなく、公正な
態度でいてほしい。
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主体とその役割

35 市長の意識
市長は、所管事務の管理執行に条例の趣旨を誠実公
生に遂行しなければならない。

111 市長の責務
公約を示して、市民の理解を得ながら市政運営をす
る。市民の財産、生命を守り、福祉の向上を目指すの
が市長の責務である。

11 職員の意識改革
市長のマニフェストの実現の鍵になるのは職員の意識、
職員の意識が変われば、役所のパフォーマンスは大き
く上がる為。

17 職員の意識
市民との信頼関係を築くために、市民の視点にたって
仕事してほしい。（窓口、電話対応、災害時等）

41
執行機関職員のマインドアッ
プ（意識）

行政主導ではなく、官・民一体となり、豊かなまちづくり
をしていくための協働を推進するため。

1 職員の政策立案力の向上 まちづくりの構想にとって重要

101 職員の資質向上 市民サービス向上のためには職員の資質向上が必要

113 職員の地域活動参加 市職員も積極的に地域活動に参加したほうが良い

23 執行機関の任務
執行機関は定められた基本理念を忠実に執行する重
要機関。職員は着実に行わなければならない。

102 透明性の確保 行政の活動の内容がもっと分かるようになってほしい。

103
説明責任、意見反映方法の
工夫

行政が何をやっているか分からないとか、市民の声を
反映していないと言われることがあるが、説明の仕方や
意見の反映方法の工夫が必要である。

105 組織の在り方、名称 市民にとって分かりやすい組織、名称にしてほしい。

5
ボランティア活動・ＮＰ０活動
の一層の促進

自治の重要な要素、自治の新しい担い手

38 市と町会組織
市の執行機関と市議会は、地域町会組織の自主的活
動を尊重し、支援しなければならない。

126 NPO活動への支援
NPOは非営利団体なので、運営が難しい。市民も行政
もNPOを支援していかなければならない。

123 町会の再生
かつては、弘前市の町会は全国のモデルだった。町会
の再生のための努力には行政も力を注ぐ必要がある。

129 ネットワーク化の促進
各種活動団体が連携するためのネットワーク化は、行
政の役割である。
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